庄内町企業版ふるさと納税寄附手続きのご案内

このたびは、本町の企業版ふるさと納税にご寄附の検討をいただき、ありがとうございます。お手続きについて、ご案内させていただきます。

1 寄附申出書の提出をお願いします
「庄内町企業版ふるさと納税寄附申出書」に必要事項をご記入いただき、送付先に郵送またはメールで送信をお願いします。ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

【送付先•お問合せ先】
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地13-1
庄内町役場　商工観光課商工労働係
直通0234-42-0138 メール:furusato@town.shonai.yamagata.jp

2 納付書または口座振替により寄附金の納入をお願いします
1 納付書による現金納入
庄内町から納付書を発送します（手数料はかかりません）。
庄内町役場出納室か下記の金融機関で納入いただけます。
【ご利用いただける金融機関】
荘内銀行、庄内たがわ農協、余目町農協、山形銀行、鶴岡信用金庫、庄内みどり農協の各店舗
※上記以外の金融機関は、各金融機関に取り扱いを確認ください。
②　庄内町指定口座へのご入金　※手数料がかかります
【銀行支店名】荘内銀行余目支店
【口座番号】普通預金　0206301
【口座名義】庄内町町会計管理者　【カナ名義】シヨウナイマチカイケイカンリシャ

3 受領証を発行します
ご入金の確認後、企業版ふるさと納税寄附金の受領証を送付します。

4 税の控除申告をお願いします
受領証を添えて申告いただき、税の控除を受けてくださるようお願いします。

5 ベネフィットについて
公表のご了承をいただいた企業様を町ホームページ等でご紹介させていただきます。
【寄附額　　10万円以上】
お礼状の発送、町ホームページ及び町広報へ御社名を掲載
【寄附額　100万円以上】
お礼状の発送、町ホームページ及び町広報紙へ御社名を掲載、感謝状の贈呈
※ご希望により役場で贈呈式を実施、マスコミ等への情報提供
